
囲碁の世界も制度改革 

 

 「ヒカルの碁」という漫画の影響で、子ど

もたちのなかで囲碁が静かなブームなのだそ

うです。わが国の古来の伝統競技である囲碁

も、近年では娯楽の多様化が進むなかで愛好

者の減少と高齢化が止まらない状況にあると

いうことですから、日本囲碁界の総本山であ

る日本棋院では、この機をとらえて積極的に

普及に取り組んでいるとのことです。 

 その日本棋院ですが、この４月から、昇段

制度の抜本的な改定に踏み切りました。よく

知られているとおり、囲碁や将棋、柔道や剣

道など日本の伝統競技は、競技者の熟達度を

初段から九段までの段位で表示しています。

それを決める昇段制度はまさに力量の評価制

度であり、企業の人事管理にも通じる部分が

あるものです。そこで今回は、日本棋院の昇

段制度改定をご紹介してみたいと思います

（私は囲碁には不案内なので、詳しい方のご

叱正をいただければ幸いです）。 

 

約４分の１が九段 

 

 まず、改定前の制度から見ていきたいと思

います。囲碁は勝負の世界ですから、評価も

基本的には実績主義ですが、相手のある競技

なので、単純に勝ち数や勝率だけでは評価で

きません。そこで、従来は、「名人戦」や「本

因坊戦」などのタイトル戦をはじめとする一

般棋戦とは別に、「大手合」という段位を決め

るための棋戦を実施して、その結果で昇段を

決めていました。具体的には、段位が上の人

に勝てば高得点、段位が下の人に負ければ低

得点というように、相手関係と勝敗の組み合

わせで結果をポイント化し、連続した何試合

（何局）かの平均点が一定基準に達すると昇

段する、というしくみです。 

 なかなか合理的な考え方ですが、成績が悪

くても段位が下がることはないことに加えて、

最高段の九段になると大手合には参加しなく

なるという、基本的には勝ち抜けのしくみな

ので、年功的にどんどん高段者がふえる構造

になっていました。実際、過去 75 年間大手合

で昇段を決めてきた結果、最初の１人がこの

しくみで誕生するまでに 20 年以上を要した

九段が、制度改定時には日本のプロ棋士 321

人の約４分の１にあたる 73 人にまで増えて

しまっていました。その一方で、初段から四

段までを合計しても 78 人だというのですか

ら、これでは実力の尺度としてはあまり役に

立つとはいえません。現実に、九段のなかで

の実力のばらつきは非常に大きいといわれて

います。 

 それに加えて、昇段していくには一定の期

間が必要なので、急速に成長している若手の

場合、段位が実力に追いつかないということ

も間々あるようで、七段、八段の若手がタイ

トルを獲得する例も珍しくないようです（昨

年は、七段の若手が日本囲碁界の最高位であ

る「棋聖」を獲得しています）。 

 こうしてみると、結果が明らかな実力の世

界で、客観的な制度で評価しているにもかか

わらず、実態としてはかなり年功的な部分が

大きい制度だったといえそうです。 

 

ここにも年功賃金の弊害 

 

 しかも、単なる肩書であればまだしも、こ

れが報酬（対局料）に反映されるので、問題

はさらに深刻になります。具体的な対局料に

ついてはほとんど情報がないのですが、岩波

新書に入っている中山典之著「囲碁の世界」

には、朝日新聞主催の「名人戦」の対局料が

紹介されています（昭和 61 年のものなのでか

なり古いのですが、他に資料がみつかりませ



んでした）。 

 それによれば、予選は１次予選から３次予

選まであり、四段以下の「低段者」は１次予

選から出場しなければならず、対局料は初段

48,000 円～四段 64,000 円となっています。 

 １次予選を勝ち抜いた低段者と、五段以上

の「高段者」が出場する２次予選では、対局

料は五段 127,000 円～八段 171,000 円となっ

ています（低段者でも、２次予選に進出すれ

ば五段の対局料がもらえるようです）。さらに、

九段は 204,000 円と、もう一段格上の対局料

となっています（三次予選はさすがに段位に

関係なく定額のようです）。もちろん、これを

支払うのは主催者である新聞社ですが、いず

れにしても段位がどんどん上がれば、対局料

総額も上昇し、棋戦の運営に大きな負担とな

ることは間違いありません。まさに、多くの

民間企業が悩んでいるのと同じような、高齢

化、高資格化のなかでの年功賃金の弊害とい

う、同一の構造になっているわけです。 

 

新しい昇段制度 

 

 それでは、今回の制度改定はどのようなも

のかというと、まず、大手合に代わって、一

般棋戦の成績による昇段制度が導入されまし

た。 

 昇段基準は３つあり、第一が「タイトル獲

得による昇段」です。格式の高いタイトルで

ある「棋聖」「名人」「本因坊」のいずれかを

獲得するか、世界戦に優勝するか、「天元」な

ど他の４つのタイトルを２期獲得・保持する

かすれば九段、というように、タイトル獲得、

優勝、挑戦などの回数によって昇段するとい

うしくみです。前述した七段で「棋聖」を獲

得した若手棋士は、この新ルールによって「飛

び級」で九段に昇りました。 

 次が「勝数による昇段」で、初段で 30 勝す

れば二段に、二段で 40 勝すれば三段に…と続

き、八段で 200 勝すれば九段になる、という

しくみです。勝数は減るわけではないので、

長く続ければ年功的に上がる部分はあります

が、棋戦はトーナメント戦が多く、強い人は

勝てば勝つほど対局数が増え、勝数も増える

わけなので、日本棋院幹部によれば、「平均し

て昇段スピードは落ちるが、若くて強い棋士

は早くなる」とのことです。現状、八段の棋

士の平均年間対局数は 20 局くらいとのこと

ですから、勝率５割で 200 勝といえば 20 年か

かることになります。なかなか高いハードル

といえましょう。七段には六段で 120 勝、八

段には七段で 150 勝ということなので、七段

くらいまでは勝数での昇段が大半で、八段以

上はタイトル獲得などで昇段するのが主流と

いうことになるのではないでしょうか。 

 もうひとつは「各段賞金ランキングによる

昇段」で、初段から五段までは上位２人、六

段の上位１人が、それぞれひとつ上の段に上

がるというもので、やはり強い人をはやく上

げていくしくみといえるでしょう。 

 もちろん、この制度改定が意図した結果を

得るまでには、かなりの時間がかかるでしょ

う。また、各段での通算勝数が基準となって

いることや、降段がないことなど、年功的な

部分も残されており、本質的な解決ではない

との見方もあるでしょう。とはいえ、激変緩

和という観点もありますし、必ずしもすべて

実力だけではなく、普及への貢献なども昇段

の考慮に入れるとすれば、かなりうまく考え

られたしくみであると評価できるのではない

でしょうか。 

 

段位と対局料の分離 

 

 いっぽうで、高段者、特に九段の増加によ

る対局料の負担増については、昇段制度改定

の結果が出てくるまで待つわけにはいきませ

んので、今回の制度改定のもう一本の柱とし

て、段位と対局料の分離が行なわれるようで

す。 



 さきほど名人戦の例を見ましたが、囲碁の

タイトル戦は、棋戦によって違いはあります

が、一般的には、挑戦者を決めるリーグ戦ま

たは本戦への参加者を、低段者による１次予

選、１次予選勝ち抜き者と高段者による２次

予選（棋戦によっては３次予選も）で決める

というしくみになっています。リーグ戦や本

戦は、そこで一定以上の成績を上げると、翌

期もリーグ戦や本戦にシードされるという形

が一般的です。対局料も、予選段階では段位

によって決まっていました。 

 今回の改定では、１次予選・２次予選など

の出場者を段位で決めるのをやめる、対局料

も段位によらず、各予選ごとに一律とする、

という見直しが、各棋戦で順次行なわれるよ

うです。 

 本因坊戦と天元戦については、見直し内容

の報道がみつかりましたが、概ね同じ内容に

変更されるようです。具体的には、予選をＣ・

Ｂ・Ａの３段階として、本戦やリーグ戦と同

様に、それぞれの段階の予選で一定の成績を

あげれば翌期もその段階に残留し、あげられ

なければ翌期は一つ下の段階からスタートす

る、という昇降戦方式を取り入れる、という

ことです。このしくみであれば、今期は予選

Ｃからスタートした低段の若手が、Ｃ、Ｂを

勝ち抜いてＡに進み、そこは勝ち抜けなかっ

たものの一定の成績を上げれば、翌期は段位

に関係なく予選Ａからスタートすることがで

きるわけで、より実力主義に近い形になるわ

けです（この場合、翌期の予選Ａに参加する

のは、今期予選Ａに残留した人のほか、翌期

の予選Ｂを勝ちあがった人と、今期本戦（ま

たはリーグ戦）を陥落した人、ということに

なります）。 

 また、対局料は、予選Ｃより予選Ｂ、予選

Ｂより予選Ａが高いといった具合に、予選の

段階によって格差をつけるものの、同じ段階

であれば、段位での差はつけない、というこ

とになるようです。これもまた、より実力と

成果に応じた報酬ということになるでしょう。 

 逆にいえば、これまでは九段が一次予選に

出ることはなく、対局料も高い水準が確保さ

れていた（もっとも、棋戦の多くはトーナメ

ントなので、勝ち上がらなければ対局数も増

えず、収入も増えませんが）わけですが、こ

れからは成績が悪ければ九段でも予選Ｃのス

タートとなり、対局料も予選Ｃの低水準のも

のになるわけです。 

 

制度改定を迫ったもの 

 

 こうしてみると、まさに民間企業の人事・

賃金制度改定に通じる部分が多いわけですが、

こうした改定を迫った要因のひとつが「国際

競争」であるという点も、よく似ています。 

 囲碁は国際化が進んでおり、今では中国や

韓国のほうが日本よりさかんなくらいで、世

界戦では日本が苦戦しているのが実情なのだ

そうです。今回の制度改定の背景には、日本

棋院の財政難もさることながら、世界戦に勝

つには従来の年功的な体質を改め、より実力

が段位や報酬に反映されるしくみをつくる必

要がある、という危機感があるようです。「世

界戦優勝１回で九段」という昇段基準も、そ

れをよく現しているように思われます。 

 今回の制度改定は、一部のベテランには批

判的な意見もあるものの、トップ棋士や若手

からは概ね好意的に受け止められているそう

です。囲碁は高齢まで長期に活躍できる競技

ですが、そうしたなかでも、処遇には実力、

成果を重視していくという点では、民間企業

と同じ流れの中にあるといえそうです。（本文

はすべて筆者の個人的な見解であり、筆者が

所属する会社などとは関係ありません） 


